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老
齢
基
礎
年
金
（
65
歳
か
ら
受
け
ら
れ

る
年
金
）
は
、
20
歳
か
ら
60
歳
に
な
る
ま

で
の
40
年
間
、保
険
料
を
納
め
な
け
れ
ば
、

満
額
の
年
金
を
受
け
取
る
こ
と
が
で
き
ま

せ
ん
。

　

国
民
年
金
保
険
料
の
納
め
忘
れ
な
ど
に

よ
り
、
保
険
料
の
納
付
済
期
間
が
40
年
間

に
満
た
な
い
場
合
は
、
60
歳
か
ら
65
歳
に

な
る
ま
で
の
間
に
、
国
民
年
金
に
任
意
加

入
を
す
る
こ
と
が
可
能
で
す
。
国
民
年
金

に
任
意
加
入
し
、
保
険
料
を
納
め
る
こ
と

に
よ
り
、
満
額
に
近
づ
け
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。
た
だ
し
、
申
出
の
あ
っ
た
月
か
ら

の
加
入
と
な
り
、
遡
っ
て
加
入
す
る
こ
と

は
で
き
ま
せ
ん
。

　

な
お
、
老
齢
基
礎
年
金
を
受
け
る
た
め

に
は
、
保
険
料
の
納
付
済
期
間
や
保
険
料

の
免
除
期
間
な
ど
が
、
原
則
と
し
て
、
10

年
以
上
必
要
と
な
り
ま
す
。
こ
の
要
件
を

満
た
し
て
い
な
い
場
合
は
、
70
歳
に
な
る

ま
で
任
意
加
入
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

（
た
だ
し
昭
和
40
年
4
月
1
日
以
前
に
生

ま
れ
た
方
に
限
り
ま
す
）

　

ま
た
、
海
外
に
在
住
す
る
日
本
国
籍
を

持
つ
20
歳
以
上
65
歳
未
満
の
方
も
、
国
民

年
金
に
任
意
加
入
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

任
意
加
入
を
す
る
条
件

　

次
の
１
．
～
４
．
の
す
べ
て
の
条
件
を

満
た
す
方
が
任
意
加
入
を
す
る
こ
と
が
で

ご
存
知
で
す
か
？

ご
存
知
で
す
か
？

国
民
年
金
の
任
意
加
入
制
度

国
民
年
金
の
任
意
加
入
制
度

き
ま
す
。

１
．
日
本
国
内
に
住
所
を
有
す
る
60
歳

以
上
65
歳
未
満
の
方

２
．
老
齢
基
礎
年
金
の
繰
上
げ
支
給
を

受
け
て
い
な
い
方

３
．
20
歳
以
上
60
歳
未
満
ま
で
の
保
険

料
の
納
付
月
数
が
４
８
０
月（
40
年
）

未
満
の
方

４
．
厚
生
年
金
保
険
、
共
済
組
合
な
ど

に
加
入
し
て
い
な
い
方

※
１
．の
60
歳
以
上
65
歳
未
満
の
方
は
、

60
歳
の
誕
生
日
の
前
日
よ
り
任
意
加

入
の
手
続
き
を
す
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。

加
入
手
続
き
の
留
意
点

　

任
意
加
入
に
つ
い
て
は
、「
外
国
に

居
住
す
る
日
本
人
で
、
20
歳
以
上
65
歳

未
満
の
方
」
を
除
き
、
保
険
料
の
納
付

方
法
は
、
口
座
振
替
が
原
則
と
な
り
ま

す
。

　

日
本
国
内
の
居
住
し
て
い
る
方
の
任

意
加
入
の
申
し
込
み
窓
口
は
、
保
険
年

金
課
ま
た
は
、
大
垣
年
金
事
務
所
（
☎

０
５
８
４
・
78
・
５
１
６
６
）
と
な
り

ま
す
。

手
続
き
に
必
要
な
も
の

・
年
金
手
帳

・
預
貯
金
通
帳
お
よ
び
金
融
機
関
へ
の

届
出
印

展
示
期
間
お
よ
び
場
所

（
１
）
ア
ク
ア
ウ
ォ
ー
ク
大
垣

 　
　

11
月
４
日（
水
）
午
後
～
11
月
10
日（
火
）

（
２
）
イ
オ
ン
タ
ウ
ン
大
垣

 　
　

11
月
11
日（
水
）
午
後
～
11
月
18
日（
水
）

展
示
物（
大
垣
税
務
署
管
内
の
入
選
者
の
み
）

（
１
）
小
学
生
の「
税
に
関
す
る
習
字
」

　
　
【
主
催
】
東
海
納
税
貯
蓄
組
合
連
合
会

（
２
）
中
学
生
の「
税
に
つ
い
て
の
作
文
」

　
　
【
主
催
】
国
税
庁
、
全
国
納
税
貯
蓄
組
合
連
合
会

（
３
）　

税
に
関
す
る
高
校
生
の
作
文

　
　
【
主
催
】
国
税
庁

（
４
）　

税
に
関
す
る
絵
は
が
き
コ
ン
ク
ー
ル

　
　
【
主
催
】
一
般
社
団
法
人　

大
垣
法
人
会

「
税
を
考
え
る
週
間
」
税
に
つ
い
て

「
税
を
考
え
る
週
間
」
税
に
つ
い
て

の
習
字
、
作
文
な
ど
の
入
賞
作
品
展

の
習
字
、
作
文
な
ど
の
入
賞
作
品
展

な
ど
に
つ
い
て

な
ど
に
つ
い
て

詳しくは、国税庁ホームページを 
ご覧ください。 
https://www.nta.go.jp 

期間中、国税庁ホームページで 
様々な情報を提供しています。

 

　

令
和
元
年
10
月
1
日
か
ら
令
和
2
年
9

月
30
日
ま
で
の
間
に
新
車
・
中
古
車
問
わ

ず
自
家
用
の
乗
用
車
を
取
得
し
た
場
合
、

環
境
性
能
割
の
税
率
が
１
％
分
軽
減
す
る

特
例
措
置
に
つ
い
て
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ

ル
ス
感
染
症
に
伴
う
緊
急
経
済
対
策
と
し

て
、
適
用
期
限
が
令
和
3
年
3
月
31
日
ま

で
延
長
さ
れ
ま
し
た
。

軽
自
動
車
税（
環
境
性
能
割
）

軽
自
動
車
税（
環
境
性
能
割
）

の
臨
時
的
軽
減
が
延
長
さ
れ

の
臨
時
的
軽
減
が
延
長
さ
れ

ま
し
た

ま
し
た対象車

臨時的軽減税率
（令和 3年 3月 31 日　　

までに取得）

標準税率
（令和 3年 4月 1日　　
以降に取得）

電気自動車 非課税 非課税
★★★★かつ

2020 年度燃費基準
＋ 10％達成車

非課税 非課税

★★★★かつ
2020 年度燃費基準達成車 非課税 1.0%

上記以外 1.0% 2.0%


